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あしやのまち再発見
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町名の由来から

　

平
成
十
五
年
第
四
回
定
例
会
は
、
十
二
月
二
日

（
火
）
か
ら
十
九
日
（
金
）
ま
で
の
十
八
日
間
の

会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

定
例
会
初
日
に
は
、
平
成
十
四
年
度
芦
屋
市
各

会
計
決
算
の
認
定
議
案
に
つ
い
て
、
決
算
特
別
委

員
長
か
ら
審
査
結
果
の
報
告
が
あ
り
、
採
決
の
結

果
、
賛
成
多
数
で
認
定
し
ま
し
た
。

　

市
長
か
ら
は
、
初
日
に
芦
屋
庭
園
都
市
宣
言
や

教
育
委
員
会
委
員
の
人
事
案
件
、
留
守
家
庭
児
童

会
条
例
の
制
定
な
ど
十
議
案
の
提
出
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
十
二
月
十
一
日
（
木
）
に
は
芦
屋
市

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

改
正
案
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
の
う
ち
、
庭
園
都
市
宣
言
は
、
花
と
緑
い

っ
ぱ
い
の
ま
ち
づ
く
り
を
市
民
の
参
画
と
協
働
で

推
進
し
、
世
界
中
の
人
々
が
一
度
は
訪
れ
て
み
た

い
と
思
う
美
し
い
ま
ち
を
目
指
す
た
め
、
庭
園
都

市
を
宣
言
す
る
も
の
で
す
。
留
守
家
庭
児
童
会
条

例
の
制
定
は
、
留
守
家
庭
児
童
会
事
業
を
条
例
化

し
、
月
額
八
千
円
の
育
成
料
の
徴
収
と
土
曜
日
の

開
級
な
ど
を
定
め
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
は
、

市
職
員
の
給
与
を
、
人
事
院
勧
告
に
準
拠
し
マ
イ

ナ
ス
一
・
〇
七
㌫
、
さ
ら
に
行
政
改
革
実
施
計
画

に
基
づ
き
、
部
長
級
で
十
二
㌫
、
係
員
で
三
〜
二

㌫
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、
旅
費
規
程
の
見
直
し

な
ど
を
行
う
も
の
で
、
年
額
で
職
員
一
人
あ
た
り

平
均
約
四
十
四
万
円
を
削
減
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
市
長
提
出
議
案
は
、
い
ず
れ
も
可
決
、

承
認
あ
る
い
は
同
意
し
ま
し
た
。

　

議
員
か
ら
は
、
平
成
十
五
年
六
月
定
例
会
に
引

き
続
い
て
市
議
会
議
員
報
酬
の
削
減
案
の
提
出
が

あ
り
ま
し
た
が
、
賛
成
少
数
で
否
決
し
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
、
議
員
か
ら
「
イ
ラ
ク
へ
の
自
衛

隊
派
兵
の
中
止
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出
が
あ

り
ま
し
た
が
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

平田北町のまちなみ平田北町のまちなみ

虚子記念文学館虚子記念文学館（平田町）（平田町）

市民参加でつくりあげた「芦屋庭園都市宣言」を可決
留守家庭児童会条例を制定、土曜日開級と育成料は有料化へ

　芦屋川の西、国道４３号線の南側が平田町で北側

が平田北町にわかれていますが、むかし芦屋村と

よばれていたころは、二つの町の小字名は平田で

した。平田は平たんな土地と田地があったことに

よります。大正時代から昭和のはじめにかけて、

芦屋浜に近い白砂青松にめぐまれた住宅地として

宅地造成が行われ、広い庭や樹木の多い和風や洋

風の住宅がふえました。

　町の西側を傍示川が流れていますが、傍示は神

戸市との境界を示しています。芦屋川にかかるぬ

え塚橋の名前は、対岸の芦屋公園内にあるぬえ塚

の伝説によります。

　　　　（『あしや子ども風土記

　　　　　　　　　芦屋の地名をさぐる』から）

議会日誌〔７月１０日～１０月１０日〕

【
７
月
】

　

〜　

日

２９

３０

　
　

▼
建
設
常
任
委
員
会
行
政
視
察

　
　
　

（
山
口
市
・
萩
市
）

【
８
月
】

４
日
▼
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▼
総
務
常
任
委
員
協
議
会

５
日
▼
議
員
互
助
会
理
事
会

【
９
月
】

１
日
▼
議
案
説
明
会

　
　

▼
全
体
協
議
会

２
日
▼
南
芦
屋
浜
施
設
見
学
会

５
日
▼
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▼
代
表
者
会
議

８
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
１
日
）

　
　
　

提
案
説
明
、
委
員
会
付
託
等

９
日
▼
建
設
常
任
委
員
会

　

日
▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

１０
　

日
▼
総
務
常
任
委
員
会

１１
　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

１２
　
　

▼
代
表
者
会
議

　
　

▼
議
員
互
助
会
理
事
会

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
２
日
）

１６
　
　
　

一
般
質
問

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
３
日
）

１７
　
　
　

一
般
質
問

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
４
日
）

１８
　
　
　

一
般
質
問

　

日
▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

１９
　
　

▼
総
務
常
任
委
員
会

　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

２５
　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
５
日
）

２６
　
　
　

各
常
任
委
員
長
報
告
、

　
　
　

討
論
、
採
決
、

　
　
　

追
加
議
案
処
理
等

　
　

▼
決
算
特
別
委
員
会

　
　

▼
議
会
報
編
集
委
員
会

【
１
０
月
】

２
〜
３
日

　
　

▼
総
務
常
任
委
員
会
行
政
視
察

　
　
　

（
長
崎
市
・
佐
賀
市
）

８
日
▼
決
算
特
別
委
員
会

９
日
▼
決
算
特
別
委
員
会

　

日
▼
決
算
特
別
委
員
会

１０

議会日誌〔１０月１１日～１２月３１日〕

【　

月
】

１０

　

日
▼
議
会
報
編
集
委
員
会

２０
　
　

▼
議
会
制
度
検
討
会

　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

３１
　
　

▼
議
会
制
度
検
討
会

　
　

▼
全
体
協
議
会

【　

月
】

１１
４
日
▼
代
表
者
会
議

　

〜　

日

１２

１３

　
　

▼
議
会
制
度
検
討
会
行
政
視
察

　
　
　

（
横
須
賀
市
・
町
田
市
）

　

日
▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

１４
　

〜　

日

１７

１８

　
　

▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会
行
政

　
　
　

視
察
（
埼
玉
県
久
喜
宮
代
衛

　
　
　

生
組
合
・
上
尾
市
）

　

日
▼
議
会
制
度
検
討
会

２０
　

日
▼
議
案
説
明
会

２５
　
　

▼
議
会
制
度
検
討
会

【　

月
】

１２
１
日
▼
全
体
協
議
会

　
　

▼
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

２
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
１
日
）

　
　
　

決
算
議
案
処
理
、
提
案
説
明
、

　
　
　

委
員
会
付
託
等

３
日
▼
建
設
常
任
委
員
会

４
日
▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

５
日
▼
総
務
常
任
委
員
会

８
日
▼
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▼
代
表
者
会
議

９
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
２
日
）

　
　
　

一
般
質
問

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
３
日
）

１０
　
　
　

一
般
質
問

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
４
日
）

１１
　
　
　

一
般
質
問
、
追
加
議
案
処
理

　

日
▼
総
務
常
任
委
員
会

１２
　
　

▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

　

日
▼
総
務
常
任
委
員
会

１６
　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

１８
　
　

▼
代
表
者
会
議

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
５
日
）

１９
　
　
　

各
常
任
委
員
長
報
告
、

　
　
　

討
論
、
採
決
、

　
　
　

追
加
議
案
処
理

　
　

▼
議
会
報
編
集
委
員
会

　

日
▼
議
会
制
度
検
討
会

２２


